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添加物不使用表示の類型項目案が公表されました

　

2
0
2
1
年
1
1
月
1
8
日
、
食
品
添
加
物
の
不
使

用
表
示
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
検
討
会
に
お
い
て

消
費
者
庁
は
「
誤
認
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
食

品
添
加
物
の
不
使
用
表
示
の
類
型
項
目
（
案
）」
を
公
表

し
ま
し
た
。以
下
に
、案
の
概
要
に
つ
い
て
整
理
し
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

背
景
と
目
的

　

2
0
2
0
年
2
月
2
7
日
に
公
表
さ
れ
た
「
食
品
添

加
物
表
示
制
度
に
関
す
る
検
討
会
報
告
書
（
案
）」
に
お

い
て
、「
表
示
禁
止
事
項
に
当
た
る
か
ど
う
か
の
メ
ル
ク

マ
ー
ル
と
な
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
す
る
こ
と
」
と

整
理
さ
れ
た
こ
と
が
背
景
と
な
っ
て
い
ま
す
。目
的
は
、

「
食
品
表
示
基
準
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
表
示
す
べ
き
事

項
の
内
容
と
矛
盾
す
る
又
は
内
容
物
を
誤
認
さ
せ
る

よ
う
な
”無
添
加
”等
の
表
示
を
な
く
す
こ
と
」で
す
。

　

そ
し
て
今
回
の
検
討
会
に
お
い
て
①
〜
⑪
の
類
型

項
目
案
が
示
さ
れ
、
こ
れ
ら
が
「
食
品
表
示
基
準
第
９

条
に
規
定
さ
れ
た
表
示
禁
止
事
項
に
該
当
す
る
お
そ

れ
の
あ
る
表
示
」
と
し
て
以
下
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る

か
が
検
討
さ
れ
て
い
る
状
況
で
す
。

（
１
）
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
該
当
す
る
お
そ
れ
の

あ
る
表
示

（
２
）
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
直
ち
に
該
当
し
な
い

も
の
の
、
消
費
者
へ
の
誤
認
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の

あ
る
表
示

類
型
項
目
の
案

　

左
記
が
、「
誤
認
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
食

品
添
加
物
の
不
使
用
表
示
の
類
型
項
目（
案
）」と
し
て

示
さ
れ
た
①
〜
⑪
の
類
型
項
目
で
す
。

　
【
②
食
品
表
示
基
準
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
用
語
】

と
し
て
、「
化
学
調
味
料
不
使
用
」の
用
語
は
使
用
で
き

な
く
な
る
見
込
み
で
す
。「
食
品
表
示
基
準
に
お
い
て
、

添
加
物
の
表
示
は
化
学
的
合
成
品
と
天
然
物
に
差
を

設
け
ず
原
則
と
し
て
全
て
表
示
す
る
こ
と
と
し
、次
長

通
知
で
も
、添
加
物
の
表
示
に
お
い
て
”天
然
”又
は
こ

れ
に
類
す
る
表
現
の
使
用
を
認
め
て
い
な
い
」点
に
注

意
が
必
要
で
す
。

　
【
⑤
同
一
機
能
・
類
似
機
能（
添
加
物
）】と【
⑥
同
一

機
能
・
類
似
機
能（
原
材
料
）】に
つ
い
て
は
、
分
類
の

背
景
と
し
て「
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
は
、
同
程
度

に
顕
著
な
表
現
で
明
示
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、当

該
品
に
同
等
な
特
質
を
与
え
る
他
の
物
質
に
よ
り
代

替
さ
れ
て
い
る
場
合
、強
調
表
示
を
用
い
る
こ
と
が
で

き
な
い
」こ
と
が
引
用
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
が
必
要

で
す
。ま
た
今
後
、
ど
の
程
度
ま
で
具
体
例
が
追
加
さ

れ
る
の
か
も
、実
務
上
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
思
わ
れ

ま
す
。

　
【
⑦
無
添
加
あ
る
い
は
不
使
用
を
健
康
や
安
全
の
用

語
と
関
連
付
け
る
】類
型
は
、「
添
加
物
は
、
安
全
性
に

つ
い
て
評
価
を
受
け
、人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
の

な
い
場
合
に
限
っ
て
国
に
お
い
て
使
用
を
認
め
て
い

る
こ
と
か
ら
、事
業
者
が
独
自
に
健
康
及
び
安
全
に
つ

い
て
科
学
的
な
検
証
を
行
い
、そ
れ
ら
の
用
語
と
関
連

付
け
る
こ
と
は
困
難
」と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

最
後
に【
⑧
健
康
、安
全
以
外
の
、賞
味
期
限
及
び
消

費
期
限
、
添
加
物
の
用
途
、
お
い
し
い
等
と
関
連
付
け

る
】類
型
に
つ
い
て
は
、「
お
い
し
い
理
由
と
し
て
添
加

物
不
使
用
表
示
を
す
る
際
に
、お
い
し
い
理
由
と
添
加

物
不
使
用
で
あ
る
こ
と
と
の
因
果
関
係
を
説
明
で
き

な
い
場
合
に
は
、実
際
の
も
の
よ
り
優
良
又
は
有
利
で

あ
る
と
誤
認
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
」と
さ
れ
て
い
る

点
に
注
意
が
必
要
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

2
0
2
2
年
3
月
末
ま
で
を
目
処
に
、ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の
公
表
と
関
連
す
る
食
品
表
示
基
準
Q
&
A
の
見

直
し
、そ
し
て
関
連
す
る
公
正
競
争
規
約
の
改
定
も
発

表
さ
れ
る
見
通
し
で
す
の
で
、ま
ず
は
こ
ち
ら
で
取
り

上
げ
た
資
料
の
詳
細
を
確
認
さ
れ
る
と
よ
い
と
思
い

ま
す
。

（
川
合
）

① 

単
な
る「
無
添
加
」

無
添
加
と
な
る
対
象
が
不
明
確

例
：
単
な
る「
無
添
加
」の
表
示

② 

食
品
表
示
基
準
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
用
語

無
添
加
あ
る
い
は
不
使
用
と
共
に
用
い
る
用
語
が
食

品
表
示
基
準
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
な
い

例
：「
人
工
甘
味
料
不
使
用
」等
、
人
工
、
合
成
、
化
学

調
味
料
、天
然
等
の
用
語
を
使
用

③ 

添
加
物
の
使
用
が
法
令
で
認
め
ら
れ
て
い
な
い

当
該
食
品
に
対
し
て
添
加
物
の
使
用
が
法
令
上
で
認

め
ら
れ
て
い
な
い

例
：
清
涼
飲
料
水
に
「
ソ
ル
ビ
ン
酸
不
使
用
」※
／
食

品
表
示
基
準
別
表
第
５
に
お
い
て
名
称
の
規
定
を
も

つ
食
品
で
あ
り
、
特
定
の
添
加
物
を
使
用
し
た
場
合

に
、
同
別
表
第
３
の
定
義
か
ら
外
れ
る
当
該
添
加
物

を
無
添
加
あ
る
い
は
不
使
用
と
表
示

※ 

清
涼
飲
料
水
へ
の
ソ
ル
ビ
ン
酸
の
使
用
は
使
用
基
準
違
反

④ 

一
切
の
添
加
物
の
不
使
用
を
想
起

添
加
物
を
使
用
し
て
い
る
の
に
、
添
加
物
が
全
く
使

用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
想
起
さ
せ
る

例
：
大
き
く
「
無
添
加
」
と
表
示
し
た
側
に
小
さ
く
「

保
存
料
、着
色
料
」の
表
示（
保
存
料
、着
色
料
以
外
は

使
用
）

⑤ 

同
一
機
能
・
類
似
機
能（
添
加
物
）

「
〇
〇
無
添
加
」、「
〇
〇
不
使
用
」と
し
な
が
ら
、〇
〇

と
同
一
機
能
、
類
似
機
能
を
有
す
る
他
の
添
加
物
を

使
用
し
て
い
る

例
：「
保
存
料
不
使
用
」
と
し
な
が
ら
日
持
ち
向
上
目

的
で
添
加
物
を
使
用
／
合
成
着
色
料
不
使
用
と
し
な

が
ら
既
存
添
加
物
の
着
色
料
を
使
用

⑥ 

同
一
機
能
・
類
似
機
能（
原
材
料
）

「
〇
〇
無
添
加
」、「
〇
〇
不
使
用
」と
し
な
が
ら
、〇
〇

と
同
一
機
能
、
類
似
機
能
を
有
す
る
原
材
料
を
使
用

し
て
い
る

例
：
化
学
調
味
料
を
使
用
し
て
い
な
い
旨
の
表
示
を

し
な
が
ら
、原
材
料
と
し
て
、ア
ミ
ノ
酸
を
含
有
す
る

抽
出
物
を
使
用
／
乳
化
剤
を
使
用
し
て
い
な
い
旨
を

表
示
し
な
が
ら
卵
黄
な
ど
乳
化
作
用
を
も
つ
原
材
料

を
使
用

⑦ 

健
康
、安
全
と
関
連
付
け
る

無
添
加
あ
る
い
は
不
使
用
を
健
康
や
安
全
の
用
語
と

関
連
付
け
る

例
：
体
に
い
い
こ
と
の
理
由
と
し
て
無
添
加
あ
る
い

は
不
使
用
を
表
示
／
安
全
で
あ
る
こ
と
の
理
由
と
し

て
無
添
加
あ
る
い
は
不
使
用
を
表
示

⑧ 

健
康
、安
全
以
外
と
関
連
付
け
る

健
康
、
安
全
以
外
の
、
賞
味
期
限
及
び
消
費
期
限
、
添

加
物
の
用
途
、お
い
し
い
等
と
関
連
付
け
る

例
：「
保
存
料
不
使
用
な
の
で
お
早
め
に
お
召
し
上

が
り
く
だ
さ
い
」
／
製
品
が
変
色
す
る
可
能
性
の
理

由
と
し
て
着
色
料
不
使
用
を
表
示
／
お
い
し
い
理
由

と
し
て
無
添
加
あ
る
い
は
不
使
用
を
表
示

⑨ 

添
加
物
の
使
用
が
予
期
さ
れ
て
い
な
い

消
費
者
が
通
常
そ
の
食
品
に
添
加
物
が
使
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
予
期
し
て
い
な
い

例
：
食
品
元
来
の
色
を
呈
し
て
い
る
食
品
に「
着
色
料

不
使
用
」／
同
種
の
商
品
が
一
般
的
に
当
該
添
加
物
を

使
用
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、消
費
者
が
当
該
添
加
物

の
使
用
を
予
期
し
て
い
な
い
商
品
に
対
し
て
、
当
該

添
加
物
の
不
使
用
を
表
示

⑩ 

強
調

過
度
に
無
添
加
あ
る
い
は
不
使
用
の
文
字
等
を
使
用

し
て
い
る

例
：
場
所
を
変
え
て
複
数
回
、〇
〇
を
使
用
し
て
い

な
い
旨
を
記
載
す
る
／
一
括
表
示
欄
よ
り
も
大
き
な

文
字
や
目
立
つ
色
を
使
用
し
て「
〇
〇
不
使
用
」

⑪ 

加
工
助
剤
、キ
ャ
リ
ー
オ
ー
バ
ー

加
工
助
剤
や
キ
ャ
リ
ー
オ
ー
バ
ー
と
し
て
使
用
さ
れ

て
い
る
（
又
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
で

き
な
い
）

例
：
最
終
製
品
に「
保
存
料
不
使
用
」の
表
示
を
し
て

い
る
が
、
原
材
料
に
保
存
料
を
使
用
し
て
い
る
／
原

材
料
の
製
造
工
程
に
お
い
て
添
加
物
が
使
用
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
な
い
た
め
、
自
社
の
製
造

工
程
に
限
定
す
る
旨
の
記
載
と
共
に
無
添
加
あ
る
い

は
不
使
用
を
表
示

今
後
の
注
意
点

　
「
食
品
表
示
基
準
第
９
条
に
該
当
す
る
か
否
か
の
確

認
（
案
）」
に
お
い
て
、①
②
③
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑪
は
上
記

１（
表
示
禁
止
事
項
に
該
当
す
る
お
そ
れ
）に
該
当
し
、

④
⑩
は
２（
消
費
者
へ
の
誤
認
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ

）に
該
当
す
る
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詳
細
に
つ
い
て

整
理
が
さ
れ
て
い
ま
す
。以
下
に
、②
と
⑤
⑥
、⑦
⑧
に

つ
い
て
同
資
料
の「
消
費
者
に
誤
認
を
生
じ
さ
せ
る
お

そ
れ
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
表
示
の
詳
細
」よ
り
注
意

点
を
抜
粋
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

2021 年 12 月 9日に「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン（案）」が公表されました。
「前回検討会からの変更点」の資料も公表されていますので、ご確認ください。
参照：第 7回食品添加物の不使用表示に関するガイドライン検討会 (2021 年 12 月 9日 )
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　本年3月より「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン検討
会」が開催されており、食品添加物の不使用表示について議論がされ
ています。そして先日、「食品表示基準第９条に該当するか否かの確
認」において、「誤認を生じさせるおそれのある食品添加物の不使用
表示」について11の類型項目が作成されました。

　「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」の策定について
は来年3月の予定となっておりますが、現時点においても単に「無添
加」とする場合や、加工助剤やキャリーオーバーに該当する添加物を
使用している場合には、食品表示基準第九条（表示禁止事項）により
禁止事項に該当する恐れがあるとされています。

■個別の食品ごとの表示禁止事項
　第九条（表示禁止事項）には、「不使用」のような横断的な規則だ
けでなく、個別の食品ごとに定義されている場合がある点に注意が必
要です。

　また、「チルドぎょうざ類」にある割合の
規定については例えば「かに入りギョウザ」
という商品名のチルドのぎょうざがある場合
で、特に「かに」の重量の割合が商品名に併
記されていなければ、あんに占める重量の割
合が10％以上であるということになります。
「かに」については、冷凍ぎょうざや冷凍
しゅうまい、冷凍コロッケにもそれぞれ規定
があり、「かに」の含有率を確認することに
なります。

　別表第五を確認しますと最初に、上欄に掲げる
食品、「トマト加工品」の「トマトジュース」に
は、名称「トマトジュース」の記載があります。
「トマトジュース」の用語の定義は別表第三に記
載がありますが、この定義に合致するものだけが
名称に「トマトジュース」と表示できることにな
り、合致していない場合は名称に「トマトジュー
ス」と表示できないことになります。

■公正競争規約による表示禁止事項

　食品表示基準だけではなく公正競争規約にも「不当表示の禁止」とし
て規定があります。食品表示基準と同様、「用語」の規定や「割合」の
規定の他に、名称によって不当表示に該当する規定や、表示だけでな
く、過大な容器包装の禁止事項の記載がある規約もあります。

　食品表示は名称によって別記様式一以外にも表示事項が定められてい
るように、食品の名称によって表示禁止事項も異なりますので、自社で
製造、取扱っている商品について改めて確認していただくきっかけにな
れば幸いです。

（渡邉）

ミニコラム
表示禁止事項について

今月の「お気に入り」言葉

（ことわざ）

柳に雪折れなし

■別表第五に記載の食品について
　第九条の表示禁止事項とは別に、第三条では名称の使用に制限を設
けた規定があります。

　一部を上記に引用しましたが、別表第二十二には、表示が禁止されて
いる「用語」を規定しているもの、原材料名等を表示する場合の「割
合」や「含有率」などを規定しているものがあることが分かります。

　「農産物缶詰及び農産物瓶詰」の表示禁止事項である「天然」「自
然」の用語、また他の食品である「新鮮」や「フレッシュ」について
は、容器包装でも見かける食品もあると思いますが、その場合は禁止
されている食品ではないということです。

別表第二十二の上欄に掲げる食品にあっては、同表の下欄に掲げる
表示禁止事項を容器包装に表示してはならない。

別表第五の上欄に掲げる食品以外のものにあっては、それぞれ同表の
下欄に掲げる名称を表示してはならない。

別表第二十二（一部抜粋）

食品 表示禁止事項

農産物缶詰及び農産
物瓶詰

１「天然」又は「自然」の用語
２「純正」その他純粋であることを示す用語

マカロニ類 原材料の一部の名称を他の原材料の名称に比
べて特に表示する用語。ただし、製品百グラ
ム当たり当該原材料の固形分が、卵にあって
は四グラム以上、野菜にあっては三グラム以
上含まれている場合は、この限りでない。

チルドぎょうざ類 原材料のうち特定のものを特に強調する用語。
ただし、別表第十九のチルドぎょうざ類の項
の規定に従い、「魚肉」又は「野菜」の用語を
表示する場合、あんに占める重量の割合が次
の表に定める割合以上である原材料の名称を
冠した商品名を用いる場合又は商品名を併せ
て、特定の原材料を含む旨及び当該原材料の
重量の割合を表示する場合は、この限りでない。

（一部抜粋）
名称
チルドぎょうざ

原材料名
食肉 三十パーセント
牛肉 十五パーセント
かに 十パーセント

あんに占める重量の割合

　例えば「マカロニ類」では、「ほうれん草」を練りこんだ「ほうれん
草入りスパゲッティ」という商品について、「ほうれん草」は野菜に該
当しますので、「ほうれん草」の固形分が製品100ｇ当たり3グラム以
上含まれている場合には、禁止事項に該当しないことになります。
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